
 

参考資料８ 

ＷＩＰＯ問い合わせ先 
 

○マドリッドプロトコルに関する書類の提出先及び問い合わせ先（英語）は以下のとおりです。 

１．WIPO ウェブサイト（Contact Madrid）からの各種手続き書類の提出及び各種お問い合わせ 

 

https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/ 

  

３．電話による問い合わせ先(日本時間 5 :00pm～1 :00am） 
 

一般的な問い合わせ：  +41-22-338-8686 

 

抄本の問い合わせ：   +41-22-338-8484 

 

注１）  MM2 は WIPO へ直接提出することはできません。 

注２）  上記各担当部署との連絡言語は「英語」になります。 

注３） 欧州では復活祭（４～６月頃）、夏季休暇（７～８月）、クリスマスの時期に合わせて、職員が１～４週間休暇をとる場

合がありますので、緊急の案件がある場合にはご注意ください。 

 

○マドリッドプロトコルに関する WIPO への日本語での問い合わせ先は、以下のとおりです。 

 WIPO 日本事務所（電話） ： 03-5532-5030 

 

お問い合わせフォーム： https://www3.wipo.int/contact/ja/area.jsp?area=wjo 

 

※ WIPO 提出済み書面の進捗状況は、下記オンラインツールで確認できます。 

Madrid Monitor ： http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 270 -




